
 

栃
木
県
条
例
第
五
号 

 
 
 
 

無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例 

 
 

（
趣
旨
） 

 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

 
 

基
づ
き
、
同
法
第
二
条
第
三
項
第
八
号
に
規
定
す
る
生
計
困
難
者
の
た
め
に
、
無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
、
簡
易

 
 

住
宅
を
貸
し
付
け
、
又
は
宿
泊
所
そ
の
他
の
施
設
を
利
用
さ
せ
る
事
業
を
行
う
施
設
（
以
下
「
無
料
低
額
宿
泊 

 
 

所
」
と
い
う
。
）
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
） 

 

第
二
条 

無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
は
、
次
条
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
無
料
低
額

 
 

宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
令
和
元
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
（
同
令
の
改
正
に
係
る
経

 
 

過
措
置
に
関
す
る
規
定
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 

（
非
常
災
害
対
策
） 

 

第
三
条 

無
料
低
額
宿
泊
所
は
、
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
非
常
災
害
（
以
下
「
非
常
災
害
」
と
い
う
。
）

 
 

に
備
え
る
た
め
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
周
辺
の
地
域
の

 
 

環
境
及
び
入
居
者
の
特
性
等
を
踏
ま
え
、
入
居
者
の
安
全
の
確
保
の
た
め
の
体
制
及
び
避
難
の
方
法
等
を
定
め
た

 
 

具
体
的
な
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

無
料
低
額
宿
泊
所
は
、
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
非
常
災
害
時
の
関
係
機
関
へ
の
通
報
及
び
連
絡
、
入
居
者
の

 
 

円
滑
な
避
難
の
確
保
等
の
た
め
の
体
制
を
整
備
し
、
定
期
的
に
、
同
項
の
計
画
及
び
当
該
体
制
を
職
員
及
び
入
居

 
 

者
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

無
料
低
額
宿
泊
所
は
、
非
常
災
害
に
備
え
る
た
め
、
少
な
く
と
も
一
年
に
一
回
以
上
、
定
期
的
に
避
難
訓
練
、

 
 

救
出
訓
練
そ
の
他
の
必
要
な
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

無
料
低
額
宿
泊
所
は
、
第
一
項
の
計
画
を
定
期
的
に
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

 
 

な
い
。 

 
 

（
規
則
へ
の
委
任
） 

 

第
四
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 
 
 
 

附 

則 

 
 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


